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土 地 売 買 契 約 書 

 

（１）物件の表示 

所在地番 公簿地目 現況地目 公簿地積 現況地積 

（分筆後の地番） 宅地 宅地 1,918.77㎡ 1,918.77㎡ 

 

（２）契約金額及び支払い期限 

売買代金  円  

契約保証金 売買代金の５％以上 円 契約締結と同時に納付 

差額  円 支払期限 令和○年○月○日 

 

（３）その他約定事項 

 内容 

所有権移転 上記（２）の売買代金等が完納された時に所有権が移転する。 

契約に必要な費用 買主が収入印紙代を負担する。 

登記に必要な費用 買主が登録免許税を負担する。 

 

（４）売主及び買主 

売主 

神戸市 

担当部局：建築住宅局住宅整備課 

買主  

 

  

本契約書（案）は、契約の概要を説明したものであり、 

個別の協議により内容を変更する場合があります。 
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契 約 条 項 

 

売主 神戸市（以下「甲」という。）と買主        （以下「乙」という。）とは、旧桜の

宮幼稚園跡地等活用事業（以下「本事業」という。）のために、甲が所有する表記の土地（以下「本件

土地」という。）の売買に関し、以下の条項により契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（売買物件） 

第１条 甲は、本件土地を現状有姿にて乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。 

（売買代金） 

第２条 本件土地の売買代金は、金●●円とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、本契約の締結と同時に、契約保証金として金●●円を甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金に、利息は付さない。 

３ 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合は、契約保証金を甲に帰属させることができる。 

（売買代金の納付） 

第４条 乙は、第２条の売買代金と前条第１項の契約保証金との差額を、    年  月  日（以

下「納付期限」という。）までに、甲の発行する納付書により、甲の指定する金融機関に納付する。 

２ 甲は、乙が前項の納付をした時に、前条第１項の契約保証金を売買代金に充当する。 

（遅延利息等） 

第５条 乙は、納付期限までに前条第１項の納付ができない場合は、あらかじめ書面により甲に届け出

て、その承認を得なければならない。 

２ 乙は、前項の場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6％の利率で計算した

遅延利息を、甲の発行する納付書により、甲の指定する金融機関に納付しなければならない。 

（所有権の移転及び移転登記） 

第６条 本件土地の所有権は、乙が第２条の売買代金及び前条第２項の遅延利息（以下「売買代金等」

という。）を完納した時に、甲から乙に移転する。 

２ 甲は、乙が売買代金等を完納し、所有権移転登記に必要な書類を甲に提出した後、速やかに、管轄

登記所に対して、本件土地の所有権移転登記を嘱託する。 

（土地の引渡し） 

第７条 甲は、前条第１項の所有権移転の後、本件土地を乙の立会いのもとで現状有姿にて引き渡す。 

（危険負担等） 

第８条 乙は、本契約を締結した日から前条の土地の引渡しの時までに、本件土地が甲の責に帰するこ

とのできない事由により滅失又は毀損しても、甲に対して売買代金の支払の拒否若しくは売買代金の

減免の請求をすることができず、また、本契約を解除することができない。 

２ 前項にかかわらず、乙が消費者契約法（平成12年法律第61号）第２条第１項の消費者であり、前項

の滅失又は毀損により本契約を締結した目的が達せられないときは、乙は、本契約を解除することが

できる。 

（契約不適合責任） 

第９条 乙は、本件土地に、本契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対して履行
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の追完、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求をすることができず、また、本契約を解除すること

ができない。 

（用途指定等） 

第10条 乙は、本件土地について、甲の承諾を得て定めた本事業の事業実施計画に基づく建物の敷地と

しての用途（第４項により甲がその変更を承認した場合は、変更後の用途。以下「指定用途」という。）

に供さなければならない。 

２ 乙は、土地の引渡し日から、原則１年以内に着工し、着工日から２年以内に事業を開始しなければ

ならない。ただし、乙は、事業実施計画で定められた着工又は事業の開始が困難となった場合には、

甲と事前に協議しなければならない。 

３ 乙は、本件土地を前項の工事完了の日から10年間（以下「指定期間」という。）、指定用途に供さ

なければならない。 

４ 乙は、指定用途を変更しようとする場合は、あらかじめ変更を必要とする事由を付して書面により

甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

５ 乙は、第７条の土地の引渡しの日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで本件土地を指定

用途以外の用途に供してはならない。 

（所有権移転等の禁止） 

第11条 乙は、本契約を締結した日から指定期間満了の日まで、甲の事前の書面による承認を得ないで、

本件土地について売買、贈与、交換、出資等により所有権を第三者に移転してはならない。 

（公序良俗に反する使用の禁止）  

第12条 乙は、指定期間満了の有無にかかわらず、本件土地を、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号の暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員が

その活動のために利用する等公序良俗に反する用に使用してはならない。 

２ 乙は、指定期間満了の有無にかかわらず、本件土地の所有権を第三者に移転する場合は、書面をも

って前項の義務を当該第三者（以下「転得者」という。）に承継して、転得者に前項の義務を遵守させ

なければならない。 

３ 乙は、転得者が本件土地の所有権を別の第三者に移転する場合は、転得者をして書面をもって前二

項の義務を当該別の第三者（以下「再転得者」という。）に承継させて、再転得者に前二項の義務を遵

守させなければならない。 

４ 乙は、指定期間満了の有無にかかわらず、本件土地を第三者に使用させる場合は、書面をもって第

１項の義務と同等の義務を当該第三者に負わせて、当該第三者に当該義務を遵守させなければならな

い。 

５ 乙は、前項の第三者が本件土地を別の第三者に使用させる場合は、前項の第三者をして書面をもっ

て第１項及び前項の義務と同等の義務を当該別の第三者に負わせて、当該別の第三者に当該義務を遵

守させなければならない。 

（実地調査等） 

第13条 甲は、前条の内容に関し、必要があると認める場合は、乙に対して、質問し、立入検査を行い、

帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ

る。 

２ 乙は、甲から要求がある場合は、前条の内容に関し、その事実を証する書類その他の資料を添えて

本件土地の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。 
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３ 乙は、正当な理由なく前二項の調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠

ってはならない。 

（違約金） 

第14条 乙は、次の各号の事由が生じた場合は、それぞれ次の各号の金額（ただし、１円未満の端数が

生じる場合は、これを切り捨てる。）を違約金として甲に支払わなければならない。  

 ⑴ 第10条又は前条の義務に違反した場合は、第２条の売買代金の100分の10に相当する金額 

 ⑵ 第11条又は第12条の義務に違反した場合は、第２条の売買代金の100分の30に相当する金額 

２ 前項の違約金は、違約罰であり、第16条第３号及び第17条第３項第３号の損害賠償額の予定又はそ

の一部とは解釈しない。 

（買戻特約及び特約登記） 

第15条 甲は、乙又は本件土地の転得者若しくは再転得者が第11条又は第12条に違反した場合には、 

 本件土地の買戻しをすることができる。 

２ 前項の買戻しの期間は、指定期間満了の日までとする。 

３ 甲は、前二項の買戻しの特約登記をすることができる。この場合において、甲が請求した場合は、

乙は特約登記に必要な書類を第６条第２項の書類とともに甲に提出する。 

（買戻権の行使） 

第16条 甲が、前条の買戻権を行使する場合は、次の各号による。 

 ⑴ 本件土地の売買に伴い乙が支払った売買代金について、乙が第18条の義務を履行した後、甲は

乙に対して利息を付さないで返還する。 

 ⑵ 乙が負担した契約費用及び本件土地に支出した必要費、有益費その他一切の費用並びに乙が支払

った第５条第２項の遅延利息及び第14条第１項の違約金について、甲は乙に対して償還又は返還し

ない。 

 ⑶ 甲に損害がある場合は、甲は乙に対してその賠償を請求することができる。 

 ⑷ 乙に損害がある場合でも、乙は甲に対してその賠償を請求することができない。 

（契約の解除） 

第17条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合は、相当の期間を定めて催告の上、本契約を

解除することができる。 

２ 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができ

る。 

 ⑴ 乙が第11条に違反した場合 

 ⑵ 乙に偽りその他不正な行為があった場合 

 ⑶ 本契約に関連して、甲乙間で別途土地又は権利の売買契約を締結した場合において、当該契約が

解除された場合 

３ 前二項により甲が本契約を解除した場合は、次の各号による。 

 ⑴ 乙が支払った売買代金について、乙が次条の義務を履行した後、甲は乙に対して利息を付さない

で返還する。 

 ⑵ 乙が負担した契約費用及び本件土地に支出した必要費、有益費その他一切の費用並びに乙が支払

った第５条第２項の遅延利息及び第14条第１項の違約金について、甲は乙に対して償還又は返還し

ない。 

 ⑶ 甲に損害がある場合は、甲は乙に対してその賠償を請求することができる。 
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 ⑷ 乙に損害がある場合でも、乙は甲に対してその賠償を請求することができない。 

（原状回復の義務） 

第18条 甲が第15条の買戻権又は前条の解除権を行使した場合は、乙は、自己の費用と責任において、

本件土地を原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が本件土地

の全部又は一部について原状に回復する必要がないと認める場合は、現状有姿又は甲が指定する原状

回復の方法により返還することができる。 

（相殺等） 

第19条 甲が第15条の買戻権又は第17条の解除権を行使した場合は、次の各号による。 

 ⑴ 乙が甲に対して有する売買代金返還請求権は、第三者に譲渡することができない。 

⑵ 乙が甲に対して有する売買代金返還請求権と甲が乙に対して有する違約金請求権は、甲の買戻権

又は解除権の行使により当然に相殺される。 

 ⑶ 甲は、乙が甲に対して有する売買代金返還請求権と甲が乙に対して有する第16条第３号又は第17

条第３項第３号に基づく損害賠償請求権を相殺することができる。 

２ 前項の場合において、乙、本件土地の転得者又は本件土地の上に住宅を所有する者が独立行政法人

住宅金融支援機構（以下「機構」という。）及び機構の証券化支援事業によって機構に債権を譲渡する

こととなる金融機関（以下これらを「機構等」という。）との間で金銭消費貸借契約を締結し、機構等

に対して債務を負っている場合は、甲は、前項の相殺後の返還金額の範囲内において機構等の債権相

当額を機構等に償還し、残額を乙に対して返還することができる。 

（清算金等） 

第20条 本件土地について、土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第94条の清算金その他土地区画整

理事業に関する金員（以下「清算金等」という。）が施行者により徴収される場合は、その清算金等債

務は甲が引き受け、清算金等が施行者から交付される場合は、乙は甲に対してその清算金等債権を譲

渡する。この場合において、清算金等にかかる債務又は債権は、清算金等の確定と同時に乙から甲に

移転する。 

２ 前項の規定は、土地区画整理法に基づき清算金等が乙について確定した場合にのみ効力を有し、乙

が本件土地を第三者に譲渡した場合は、第11条の甲の事前の書面による承認を得た場合を除き、当該

譲受人に対して何ら効力を生じない。 

３ 乙は、本件土地を譲渡する場合には、第11条の甲の事前の書面による承認を得、かつ、第１項と同

内容の契約を甲との間で締結すべき旨を当該譲受人に告知する。 

（公租公課） 

第21条 本件土地に対して賦課される公租公課で、乙を義務者として課されるものは、乙の負担とする。 

（契約費用等） 

第22条 本契約の締結に要する費用及び第６条第２項の所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とす

る。 

（相隣関係等） 

第23条 乙は、本件土地の引渡しを受けた後、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意して

本件土地を管理しなければならない。 

（暴力団等に対する除外措置） 

第24条 乙は、本契約の締結にあたり、乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第６号の暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である
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法人等、その他暴力団（同法第２条第２号の暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22年５月26日市長

決定）第５条に該当する者）に該当しないことを確認する。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員であ

る法人等、その他暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であることが判明し

た場合には、甲は乙に対して違約金の請求、買戻権の行使、並びに契約の解除を行うことができる。 

３ 前項の違約金は、第２条の売買代金の100分の30に相当する金額とし、第14条第２項を準用する。 

４ 第２項の買戻権の行使にあたっては、第15条第１項及び第２項並びに第16条を、第２項の契約の解

除にあたっては、第17条をそれぞれ準用する。 

（管轄裁判所） 

第25条 本契約に関する一切の紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。 

（疑義の決定） 

第26条 本契約において疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、本契約の趣旨に

従い、甲乙間で誠実に協議の上、これを解決する。 

 

 

 

本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印又は署名捺印の上、各自その

１通を保有する。 

 

 

  年  月  日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神 戸 市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 ㊞ 

 

     

住 所 

乙 

氏 名              ㊞ 

 


